
 

７ ４ 1 

高 崎 一 郎 
レ レ 

５４ 3 20 

たかさき いちろう 

高 崎 花 子 

たかさき はなこ 

５７ 6 7 

高 崎 一 郎 高 崎 花 子 

群馬県高崎市高松町 

１ 

090  1234  5678 

高 崎 一 郎 

高松マンション１０１号 

高 崎 一 郎 

群馬県前橋市大手町二丁目 

１２ １ 

高崎 花子 

群馬県高崎市高松町３５ １ 

伊勢崎 大吉 

高崎 花江 

高崎 たけし 

長 

桐生 公平 

桐生 桜子 二 

レ 

レ レ 

長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉２３８１ １ 桐生 花子 

はなこ きりゅう 

高崎 太一 高崎 友子、高崎 達郎 
平成 ２５ ６ 令和 ３ ３ 

  

レ 

027   321  1234 

 

藤 岡 三 郎 

52 10 ７ 

群馬県高崎市下小鳥町 

７６ 

東京都千代田区北の丸公園 

２ 

安 中 雅 美 

４４ ２ ２０ 

埼玉県児玉郡神川町大字植竹 

９０９ 

埼玉県児玉郡神川町大字植竹 

９０９ 

１ 

レ 

レ 
レ 

記載例 

親権者となる

者の欄に未成

年の子の氏名

を書いてくだ

さい。 

婚姻前の戸籍

にもどるか、一

人だけの新し

い戸籍をつく

るか選んでく

ださい。 

夫の氏を称し

ている夫婦な

らば夫、妻なら

ば妻が筆頭者

です。 

離婚届と同時

に転入・転居届

をするときは

新住所・世帯主

を書いてくだ

さい。 

昼間連絡が取れる電話番号

を記入してください。 

この例は妻が婚姻前の氏にもどり、 

一人だけの戸籍をつくる場合です。 

裁判による離婚の場合には、裁

判が確定した日を含め１０日以

内に裁判の申立人側が届出をし

てください。（１０日経過後は、

相手方からも届出ができます。） 

 

協
議
離
婚
（
夫
婦
の
話
し
合
い
で
の
離
婚
）
の
と
き
は
、
成
年
者
２
人
の
証

人
が
必
ず
必
要
で
す
。
夫
・
妻
の
父
母
兄
弟
、
ご
友
人
も
証
人
に
な
れ
ま
す
。

署
名
か
ら
本
籍
ま
で
、
空
欄
が
な
い
よ
う
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

届出人および証人の押印は任意です。 

 

未成年の子がいる場合は、 

この欄にも記入してください。 

婚姻時に氏を改めた者が、離婚後も引き続き婚姻中の氏を称する場合には、この離婚届と一緒に

「離婚の際に称していた氏を称する届（戸籍法７７条の２の届出）」を提出してください。なお、離

婚届の提出後、婚姻前の氏（旧姓）にもどった者は、離婚後３か月以内であれば、離婚の際に称し

ていた氏を称する届（戸籍法７７条の２の届出）を届け出ることができます。 

離婚届と同時に住所異動する場合は、次のものを用意して

月曜～金曜日（祝日を除く）の市民課または支所市民福祉

課窓口で、住民異動届とともにご提出ください。 

（ご持参いただくもの） 

・国民健康保険証等（加入者のみ） 

・転出証明書（市外からの転入者のみ） 

・（顔写真付）マイナンバーカード（お持ちの方のみ） 

この他にご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 

市民課戸籍担当   （電話 ０２７-３２１-１２３４） 

倉渕支所市民福祉課 （電話 ０２７-３７８-４５２４） 

箕郷支所市民福祉課 （電話 ０２７-３７１-９０５２） 

群馬支所市民福祉課 （電話 ０２７-３７３-１３１２） 

新町支所市民福祉課 （電話 ０２７４-４２-１２３７） 

榛名支所市民福祉課 （電話 ０２７-３７４-５１１４） 

吉井支所市民福祉課 （電話 ０２７-３８７-３１３２） 

５ 

 

 

□( 妻 )の住所と同じ レ 

令和７年４月１日～令和８年３月３１日の間に届出をする方は、 

職業例示表を参考に「番号」か「職業分類名」を記入してください。 
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